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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基礎構造体に設けられた棒状連結部材を該基礎構造体に連結される柱の断面略中央部の
位置で該基礎構造体の頭部から突出させ、且つ前記基礎構造体の頭部に凸状部を有する下
部支持部材を該下部支持部材の凸状部に前記棒状連結部材を挿通した状態で設けると共に
、柱の脚部に固定されたベースプレートを固定する平板状の接続部材に前記棒状連結部材
を挿通すると共に、該接続部材を前記下部支持部材の凸状部上に回転変形可能な状態で載
置し、且つ該接続部材と前記柱の脚部に固定されたベースプレートとを固定することによ
り柱の脚部と基礎構造体とを連結することを特徴とする柱脚連結構造。
【請求項２】
　前記棒状連結部材に上部押さえ部材を設け、前記接続部材の鉛直方向の移動を拘束し、
柱の浮き上がり力が該棒状連結部材に伝達されるように構成したことを特徴とする請求項
１に記載の柱脚連結構造。
【請求項３】
　前記基礎構造体が杭基礎からなり、該杭基礎に直接、前記棒状連結部材を設けたことを
特徴とする請求項１または請求項２に記載の柱脚連結構造。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、建築物の柱の脚部と基礎構造体とを連結した柱脚連結構造に係り、特に中低
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層鉄骨建築物の柱脚連結構造において柱の脚部の回転変形に対する剛性が低い状態で柱の
脚部と基礎構造体とを連結した柱脚連結構造に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
　従来、鉄骨柱の脚部を鉄筋コンクリート等で形成された基礎構造体に固定する方法とし
ては、柱下端部に固定したベースプレートを基礎構造体に埋め込まれたアンカーボルト等
に固定するものが一般である。
【０００３】
　通常、ベースプレートは柱脚部の周囲に平面的に大きく張り出しており、アンカーボル
トはこの張り出しているベースプレート面において、柱材の断面に対して略均等に配置さ
れている。
【０００４】
　このような柱脚連結構造によれば、地震等の外力によって柱の脚部が回転しようとして
もベースプレートの浮き上がり方向はアンカーボルトが引っ張り抵抗し、ベースプレート
の沈下方向は基礎構造体が圧縮抵抗して大きな回転抵抗が発生し、上部鉄骨架構の変形を
抑えることが出来る。
【０００５】
　このような従来の柱脚連結構造によれば、柱材や上部梁材の断面が小さくても中地震時
における変形を小さくすることが出来るという特長があるものの大地震時においては柱脚
部分が塑性化して破壊する虞れもある。
【０００６】
　このような場合の対応としては柱脚連結部のアンカーボルトやベースプレートを剛強に
し、柱材の下端部を塑性化させることによって安全性を高めたり、アンカーボルトに伸び
性能の良い鋼材を用いてアンカーボルトが塑性化しても破断し難くする等が考えられるが
、何れの場合も高度の設計技術と大きな連結部材を要するという問題がある。
【０００７】
　また、柱材と基礎杭とが剛に連結された場合、地震の揺れにより柱材から基礎杭に対し
て曲げモーメントがそのまま伝達されてしまい、基礎杭により曲げモーメントを負担しな
ければならないため基礎杭を大型化したり複数並設する必要があり、基礎杭工事に多大な
労力や工期を要し、工費コストが増大するという問題がある。
【０００８】
　また、柱脚部の連結状態を回転変形に対する剛性を極力小さくした構造として特許第31
50987号公報に開示された柱脚連結構造が提案されている。その具体的構成は基礎杭に接
続されるコンクリートに埋設されたアンカーボルトを角形鋼管柱４辺の線上に配置し、角
形鋼管柱の脚部に固定されたベースプレートを該アンカーボルトに対してナットで固定し
たものである。
【０００９】
　このような構造とすることで、従来のように基礎杭に接続されるコンクリートに埋設さ
れたアンカーボルトが角形鋼管柱の外周部に配置され、角形鋼管柱の脚部に固定されたベ
ースプレートを該アンカーボルトに対してナットで固定した場合と比較してアンカーボル
トが柱芯により近付いているため、柱脚部の回転変形に対する剛性をより小さくすること
が出来、これにより基礎杭が負担する曲げモーメントを軽減し、基礎構造体を簡略化して
基礎工事にかかる労力や工期、或いは工費コストを低減することが出来るものである。
【００１０】
【発明が解決しようとする課題】
　しかしながら、前述の柱脚部の回転変形に対する剛性をより小さくした構成で十分であ
るとは言えず、より柱脚部の回転変形に対する剛性を小さくした構成が望まれている。
【００１１】
　柱の脚部が回転変形するためには柱下端部のベースプレートが回転する必要があるが、
上記構成ではベースプレートの沈下方向や浮き上がり方向に関してはアンカーボルトが角
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形鋼管柱４辺の線上に配置されるためベースプレートの張り出しが小さくて済むので抵抗
は少なく、コンクリートの圧縮変形やベースプレートの曲げ変形で回転は生じる。
【００１２】
　しかしながら、ベースプレート下面側には基礎構造体の上面が位置しており、柱芯から
角形鋼管柱の辺までの距離が存在するため大きな回転変形を定量的に期待することは困難
である。
【００１３】
　本発明は前記課題を解決するものであり、その目的とするところは、柱脚の大きな回転
変形を定量的に期待することが出来、工場製作が容易で施工現場での施工性にも優れた柱
脚連結構造を提供せんとするものである。
【００１４】
【課題を解決するための手段】
　前記目的を達成するための本発明に係る柱脚連結構造は、基礎構造体に設けられた棒状
連結部材を該基礎構造体に連結される柱の断面略中央部の位置で該基礎構造体の頭部から
突出させ、且つ前記基礎構造体の頭部に凸状部を有する下部支持部材を該下部支持部材の
凸状部に前記棒状連結部材を挿通した状態で設けると共に、柱の脚部に固定されたベース
プレートを固定する平板状の接続部材に前記棒状連結部材を挿通すると共に、該接続部材
を前記下部支持部材の凸状部上に回転変形可能な状態で載置し、且つ該接続部材と前記柱
の脚部に固定されたベースプレートとを固定することにより柱の脚部と基礎構造体とを連
結することを特徴とする。
【００１５】
　本発明は、上述の如く構成したので、基礎構造体の頭部に設けられた下部支持部材の凸
状部に棒状連結部材を挿通すると共に柱の脚部に固定されたベースプレートを固定する平
板状の接続部材に前記棒状連結部材を挿通すると共に、該接続部材を前記下部支持部材の
凸状部上に回転変形可能な状態で載置し、且つ該接続部材と前記柱の脚部に固定されたベ
ースプレートとを固定したことで、柱の脚部が回転変形可能な状態で基礎構造体と連結さ
れる。これにより、柱脚の大きな回転変形を定量的に期待することが出来、構造が簡単な
ため工場製作が容易で且つ施工現場での施工性にも優れた柱脚連結構造を提供することが
出来る。
【００１６】
　また、前記棒状連結部材に上部押さえ部材を設け、前記接続部材の鉛直方向の移動を拘
束し、柱の浮き上がり力が該棒状連結部材に伝達されるように構成した場合には、上部押
さえ部材により柱の脚部に固定されたベースプレートに固定された接続部材の鉛直方向の
移動が拘束されるので柱の脚部と基礎構造体とを確実に連結することが出来る。また、柱
の浮き上がり力が棒状連結部材に伝達されるため引抜き荷重に抵抗することが出来る。
【００１７】
　また、前記基礎構造体が杭基礎からなり、該杭基礎に直接、前記棒状連結部材を設けた
場合には、柱脚部で回転変形が可能なため杭基礎が負担する曲げモーメントを軽減するこ
とが出来るため小径の杭基礎を採用することが出来、基礎構造体を簡略化して基礎工事に
かかる労力や工期、或いは工費コストを低減することが出来る。
【００１８】
【発明の実施の形態】
　図により本発明に係る柱脚連結構造の一実施形態を具体的に説明する。図１は本発明に
係る柱脚連結構造を示す断面説明図、図２は下部支持部材と基礎構造体との組付けの様子
を示す分解斜視図、図３は接続部材の組付けの様子を示す分解斜視図、図４は柱脚と接続
部材との組付けの様子を示す分解斜視図、図５は棒状連結部材を中空鋼管杭の内部に埋設
する際にグラウト材を充填する様子を示す斜視図、図６は下部支持部材とレベルキャップ
の構成を示す断面説明図である。
【００１９】
　また、図７は鋼管杭が斜行して設置された場合にレベルキャップにより下部支持部材の
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水平レベル及び棒状連結部材の鉛直レベルを調整する様子を示す断面説明図、図８は接続
部材上に柱脚を載置して固定する際に接続部材を仮固定する様子を示す断面説明図、図９
は柱脚が固定された接続部材が地震等の揺れにより回転変形する様子を示す断面説明図で
ある。
【００２０】
　また、図10は他の構成のレベルキャップからグラウト材を充填する様子を示す斜視図、
図11は図10のレベルキャップに使用される下部支持部材の一例を示す断面説明図、図12は
種々の下部支持部材の構成を示す断面説明図、図13は種々の棒状連結部材及び下部支持部
材の構成を示す断面説明図である。
【００２１】
　また、図14は３本のアンカーボルトを棒状連結部材とした場合の下部支持部材と基礎構
造体との組付けの様子を示す分解斜視図、図15は３本のアンカーボルトを棒状連結部材と
した場合の接続部材の組付け及び柱脚と接続部材との組付けの様子を示す分解斜視図、図
16及び図17は本発明に係る柱脚連結構造が適用出来る各種の基礎構造体の構成を示す断面
説明図、図18は柱と棒状連結部材との位置を調整するための他の構成を示す断面説明図、
図19は本発明に係る柱脚連結構造が適用出来る他の基礎構造体の構成を示す断面説明図で
ある。
【００２２】
　図１は建築物の柱１の脚部と基礎構造体であって杭基礎となる鋼管杭２とを直接連結し
た柱脚連結構造であって、地盤６に埋設された中空の鋼管杭２の内部に棒状連結部材３の
一端部が不定形充填材である無収縮グラウト材やコンクリート或いは膨張コンクリート等
の充填材４を充填して硬化することで埋設され、該棒状連結部材３の他端部が鋼管杭２の
頭部から柱１の断面略中央部の位置に突出している。
【００２３】
　中空の鋼管杭２の内部には棒状連結部材３の埋設端部よりも下側の位置に堰止め部材５
が固定されており、充填材４を充填した時に該充填材４が鋼管杭２の下部側へ漏れること
を防止している。堰止部材５は鋼管杭２内部に鉄板等を溶接しても良いし、鋼管杭２内部
の所定の深さの位置に突起を設けておいて堰止部材５を載置しても良い。堰止部材５とし
ては鉄板の他にメッシュ金網や樹脂プレート、或いは樹脂成形体等を配置して充填材４を
堰止めるようにしても良い。
【００２４】
　また、充填材４を堰止め得る堰止部材５を鋼管杭２の内部の所定の深さに紐や針金或い
は鉄筋等により吊るし下げて鋼管杭２の頭部に引っ掛けておき硬化させることでも良い。
尚、堰止部材５を省略して鋼管杭２の内部全体に亘って充填材４を充填するように構成し
ても良い。
【００２５】
　鋼管杭２の中空内面には突起部や凹部或いは錆を発生させて充填材４との固着を増大さ
せることが好ましい。
【００２６】
　鋼管杭２の頭部には棒状連結部材３が挿通される孔７ａを有するレベルキャップ７が押
さえボルト８により取り付けられており、該レベルキャップ７の上部に棒状連結部材３が
挿通される孔９ａを有する下部支持部材９が載置されている。
【００２７】
　下部支持部材９には孔９ａに挿通された棒状連結部材３の周囲に凸状部９ｂが形成され
ており、更に下部支持部材９の凸状部９ｂの上部には棒状連結部材３が挿通される孔10ａ
を有する接続部材10が載置されている。
【００２８】
　更に接続部材10の上部には柱１の脚部に固定され、棒状連結部材３が挿通される孔11ａ
を有するベースプレート11が載置されている。
【００２９】



(5) JP 4693299 B2 2011.6.1

10

20

30

40

50

　柱１は角形鋼管、円形鋼管、組立て柱、二重柱、Ｈ型鋼、Ｉ型鋼等の各種の鉄骨柱で構
成することが出来、その柱脚部にベースプレート11が溶接やボルト止め或いは嵌合等によ
り固定されている。柱１がＨ型鋼やＩ型鋼の場合にはフランジを接続するウエブに鋼管杭
２の頭部から突出した棒状連結部材３の端部が干渉しない程度の切り欠きを設ければ良い
。
【００３０】
　ベースプレート11と接続部材10とは高力ボルト等によるボルト止めや溶接、或いは圧着
等により固定されている。
【００３１】
　図１に示す棒状連結部材３は両端部にネジ部を有するアンカーボルトにより構成されて
おり、鋼管杭２内部に埋設される側の端部にはワッシャー等の定着板12がボルト止めによ
り固定されている。これにより、棒状連結部材３の充填材４からの引抜き抵抗を付与して
いる。尚、ナット単体だけで引抜き抵抗が十分な場合は定着板12を省略することも出来る
。
【００３２】
　棒状連結部材３の鋼管杭２の頭部から突出した側の端部には接続部材10の上部にリング
状の上部押さえ部材13が棒状連結部材３に挿通して当接されており、上部押さえ部材13は
更にその上部に棒状連結部材３のネジ部に螺合締着されたダブルナットにより固定されて
いる。
【００３３】
　図２に示すように、棒状連結部材３は、予め工場等でアンカーボルトの一端部に定着板
12をボルト止めすると共に他端部に下部支持部材９を挿通してその外側にナット14を螺合
したものが製作される。
【００３４】
　そして、図７に示すように、中空の鋼管杭２の頭部に設けられたレベルキャップ７の孔
７ａに棒状連結部材３を定着板12側から挿入し、下部支持部材９をレベルキャップ７の天
端面７ｂに当接して支持させる。
【００３５】
　鋼管杭２は地盤６に対して打ち込んだ際に図７に示すように斜行した状態で設置される
場合があるため、鋼管杭２に対するレベルキャップ７の嵌め込み深さを調節して該レベル
キャップ７の天端面７ｂを基準の水平面に合わせた状態で押さえボルト８を螺合締着して
レベルキャップ７を鋼管杭２に固定する。
【００３６】
　レベルキャップ７の内周面と鋼管杭２の外周面との間には所定の間隙が設定されており
、これにより鋼管杭２が斜行した場合でもレベルキャップ７の天端面７ｂを水平面に設定
出来るようになっている。
【００３７】
　本実施形態では、３個以上の押さえボルト８によりレベルキャップ７を鋼管杭２に固定
した例であるが、溶接等によりレベルキャップ７を鋼管杭２に固定しても良い。棒状連結
部材３が挿入された鋼管杭２の内部及びレベルキャップ７の内部にコンクリートやグラウ
ト材等の充填材４が充填されて硬化した後は押さえボルト８により固定されたレベルキャ
ップ７と鋼管杭２との固定部には大きな力は加わらないため種々の仮設的な固定方法を採
用すれば良い。
【００３８】
　図２に示すように、中空の鋼管杭２に固定されたレベルキャップ７の天端面７ｂには、
予め測量により求められた柱１の芯（柱１の断面中央部の位置）を示す墨入れ７ｅを施し
ておく。
【００３９】
　そして、棒状連結部材３を柱１の芯（柱１の断面中央部の位置）に位置合せする際には
下部支持部材９をレベルキャップ７の天端面７ｂ上でスライドさせて、下部支持部材９の
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外周面に予め形成された位置決めマーク９ｃとレベルキャップ７の天端面７ｂに形成した
墨入れ７ｅとの位置合せを行なうことで棒状連結部材３を柱１の芯に設定することが容易
に出来る。
【００４０】
　図６に示すように、本実施形態の下部支持部材９は円盤状の板をプレス成型等により凸
状部９ｂを形成したものである。レベルキャップ７の天端面７ｂ及び下部支持部材９の凸
状部９ｂの所定位置には充填材４を充填するための充填口７ｃ，９ｄが形成されており、
図５（ａ），（ｂ）に示すように充填材４を充填するためのロート15ａ，15ｂを利用して
各充填口７ｃ，９ｄから充填材４を充填し、図６に示すように鋼管杭２、レベルキャップ
７及び下部支持部材９の内部に隙間無く充填材４を充填する。
【００４１】
　充填材４が硬化した段階で棒状連結部材３の落下を防止するために棒状連結部材３の上
端部のネジ部に螺合したナット14を取り外した後、図３に示すように、下部支持部材９の
凸状部９ｂの上部に接続部材10の中央部に形成された孔10ａを棒状連結部材３に挿通して
該接続部材10を載置する。
【００４２】
　そして、接続部材10の上部にリング状の上部押さえ部材13を棒状連結部材３に挿通して
載置し、前述の取り外したナット14を螺合締着し、更に別のナットを螺合締着してダブル
ナットにより締着固定する。
【００４３】
　そして、図４に示すように、接続部材10の上部に、柱１の脚部に固定されたベースプレ
ート11の中央部に設けられた孔11ａを棒状連結部材３に挿通して該ベースプレート11を載
置し、柱１の外周部の４隅に設けられたベースプレート11の各ボルト孔及び接続部材10の
４隅に設けられた各ボルト孔に夫々ボルトを挿通し、ナットを螺合締着して接続部材10と
ベースプレート11とがボルト止めにより固定される。尚、接続部材10とベースプレート11
とはボルト止め以外にも溶接等により固定されても良い。
【００４４】
　接続部材10は下部支持部材９の凸状部９ｂ上で回転変形可能に配置されているため、接
続部材10にベースプレート11を固定する際には、図８に示すように、予めレベルキャップ
７の天端面７ｂと接続部材10の下面との間に少なくとも３組の組みキャンバー16ａ，16ｂ
を設置して接続部材10を仮固定し、その上部に柱１の脚部に固定されたベースプレート11
を載置して固定すれば安定して固定作業を行なうことが出来る。
【００４５】
　接続部材10とベースプレート11との固定が完了したら組みキャンバー16ａ，16ｂを除去
し、接続部材10、ベースプレート11及び柱１が一体的に回転変形可能に構成される。
【００４６】
　上記構成において、鋼管杭２の頭部に設けられた下部支持部材９の凸状部９ｂ上に柱１
の脚部に固定されたベースプレート11に固定された接続部材10が回転変形可能な状態で配
置され、該接続部材10が鋼管杭２の内部に埋設された棒状連結部材３に挿通されたことで
、柱１の脚部が回転変形可能な状態で鋼管杭２と連結される。これにより、地震等により
揺れが生じた場合には、図９に示すように、柱脚の大きな回転変形を定量的に期待するこ
とが出来る。
【００４７】
　図９は地震等により柱１に取り付けられた上部フレームが図９の右側へ変形しようとし
た時の様子を示す。この場合、柱脚部には図９の右側に移動しようとする剪断力と鉛直上
方への引っ張り力、或いは圧縮力が加わりながら回転変形が生じる。この引っ張り力によ
り棒状連結部材３に引抜き力が発生する。
【００４８】
　更に接続部材10が下部支持部材９と上部押さえ部材13との間で回転しようとした際に付
加的に棒状連結部材３への引抜き力が発生し、これ等の引抜き力が総合されて棒状連結部
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材３に加わる。
【００４９】
　棒状連結部材３が鋼管杭２内部から抜け出そうとする力は棒状連結部材３周囲の充填材
４の付着力や棒状連結部材３の下端部の定着板12やナット等の充填材４に対する定着力に
よって充填材４に伝達される。
【００５０】
　充填材４をグラウト材やコンクリート等のように強固なものを用いれば、棒状連結部材
３が鋼管杭２内部から抜け出そうとする力を鋼管杭２に伝達することが出来る。
【００５１】
　充填材４が上側へ抜け出そうとする力を鋼管杭２に伝達するためには、鋼管杭２の内面
と充填材４との付着力に期待することが出来るが、更に大きな引抜き力に抵抗する必要が
ある場合には鋼管杭２の内面に凹凸を設けて引っ掛かり効果を向上することが出来る。
【００５２】
　例えば、鋼管杭２の内面に錆を発生させたり鋼管杭２の内面に鉄筋やプレートを溶接し
たり、予め凹凸を有する縞鋼板等のプレートで鋼管杭２を作製したり、予め鋼管杭２の外
面側からビスを打ち込んで内面に突起部を設けたり、更には棒状連結部材３の下端部と鋼
管杭２とを鉄筋やプレートで連結して直接引抜き力を伝達するように構成しても良い。
【００５３】
　尚、下部支持部材９を介して伝達される圧縮力に関しても充填材４から鋼管杭２へ力が
伝達されるがその伝達手段としても前述と同様に構成することが出来る。また、鋼管杭２
内部の堰止部材５を鋼管杭２に固定して圧縮力の伝達効果を期待することも出来る。
【００５４】
　また、図９の右側に移動しようとする剪断力と鉛直下方に押し付ける圧縮力が加わりな
がら回転変形が生じた場合、圧縮力は柱１→ベースプレート11→接続部材10→下部支持部
材９→充填材４→鋼管杭２→地盤６の順に伝達され棒状連結部材３には直接的な力は加わ
らない。
【００５５】
　但し、棒状連結部材３には前述の接続部材10の回転に伴う付加的な引っ張り力が加わり
且つ水平方向への剪断力も加わる。
【００５６】
　上記柱脚連結構造では、構造が簡単なため各部品の工場製作が容易で且つ施工現場での
施工性にも優れる。
【００５７】
　また、上部押さえ部材13により柱１の脚部に固定されたベースプレート11に固定された
接続部材10の鉛直方向の移動が拘束されるので柱１の脚部と鋼管杭２とを確実に連結する
ことが出来る。また、浮き上がり力が棒状連結部材３に伝達されるため引抜き荷重に抵抗
することが出来る。
【００５８】
　また、基礎構造体として杭基礎となる鋼管杭２を採用したことで、柱脚部で回転変形が
可能なため鋼管杭２が負担する曲げモーメントを軽減することが出来、これに伴い小径の
鋼管杭２を採用することが出来、基礎構造体を簡略化して基礎工事にかかる労力や工期、
或いは工費コストを低減することが出来る。
【００５９】
　図10及び図11はレベルキャップ７及び下部支持部材９の他の構成を示す図である。本実
施形態のレベルキャップ７では、図10（ａ），（ｂ）に示すように、前述したレベルキャ
ップ７の天端面７ｂの円周方向に円弧状のスリットを形成した充填口７ｃに加えて、中央
部の孔７ａに連続する径方向のスリットからなる充填口７ｄが下部支持部材９の外径より
も外側まで延長して形成されている。また、本実施形態の下部支持部材９は、図11に示す
ように、充填口９ｄが省略されている。
【００６０】
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　そして、ロート15ａを用いて充填口７ｃから充填材４を充填することで、鋼管杭２、レ
ベルキャップ７及び下部支持部材９の下面に充填材４が満たされた後、余分に充填された
充填材４が充填口７ｄから溢れ出すことにより下部支持部材９の凸状部９ｂの下部にも隙
間無く充填材４を充填して硬化させることが出来る。
【００６１】
　図12（ａ）～（ｃ）は下部支持部材９の他の構成を示す図である。図12（ａ）は下部支
持部材９の凸状部９ｂが溶接や切削等により肉厚に形成された場合の一例であり、図12（
ｂ）は平板状の下部支持部材９の上部に別体のリング状部材17を載置して凸状部としたも
のである。また、図12（ｃ）は平板状の下部支持部材９の上部にナット14をそのまま残し
てこのナット14を凸状部として利用するものである。
【００６２】
　これ等の各下部支持部材９の構成でも前述と同様な効果を得ることが出来るものである
。
【００６３】
　また、図13（ａ）は棒状連結部材３として異形鉄筋棒を利用し、その棒状連結部材３を
２本配置した場合の一例であって下部支持部材９には２本の棒状連結部材３を挿通する２
つの孔が形成されている。また、図13（ｂ）は鋼管杭２の頭部にプレート18等を溶接し、
更にボルト19をスタッド溶接して立設固定した場合の一例である。そして、ボルト19に下
部支持部材９が挿通されて前述と同様に構成される。
【００６４】
　また、図13（ｃ）はレベルキャップ７の中央部に形成された孔７ａにワッシャ20を介し
てボルト19が挿通され、更にワッシャ20を介してナット14が螺合締着される。そして、レ
ベルキャップ７が鋼管杭２に溶接される。ナット14が下部支持部材の凸状部として構成さ
れる。図13（ｂ），（ｃ）に示すボルト19は比較的高強度の材料とすることが望ましい。
【００６５】
　図14及び図15は柱１が比較的大きい場合の一例であって、棒状連結部材３を３本配置し
ており、下部支持部材９には３本の棒状連結部材３を挿通する３つの孔が形成されている
。この３つの孔は前述と同様な貫通孔で、棒状連結部材３を挿通し、図示しないナットに
より棒状連結部材３の落下を防止するような構成としている。
【００６６】
　図14に示すように棒状連結部材３を中空の鋼管杭２の内部に挿入して前述したように充
填口７ｃ，９ｄから充填材４を充填して硬化させ、図15に示すように、接続部材10の中央
部に形成された孔10ａに棒状連結部材３を挿通して該接続部材10を下部支持部材９の凸状
部９ｂの上部に載置し、更にその上から円盤状の上部押さえ部材13の孔13ａに棒状連結部
材３を挿通して接続部材10の上部に上部押さえ部材13を載置してナット14を各棒状連結部
材３に螺合締着して固定する。
【００６７】
　そして、接続部材10の上部に、柱１の脚部に固定されたベースプレート11の中央部に設
けられた孔11ａに棒状連結部材３を挿通して該ベースプレート11を載置し、柱１の外周部
の４辺部に設けられたベースプレート11の各ボルト孔及び接続部材10の４辺部に設けられ
た各ボルト孔に夫々図示しないボルトを挿通し、ナットを螺合締着して接続部材10とベー
スプレート11とがボルト止めにより固定される。尚、接続部材10とベースプレート11とは
ボルト止め以外にも溶接等により固定されても良い。他の構成は前述と同様に構成されて
同様の効果を得ることが出来る。
【００６８】
　図16は基礎構造体の他の構成を示す図である。図16（ａ）はＰＣ（プレキャストコンク
リート）杭20の中空部に鋼管杭２が埋設された基礎構造体であり、図16（ｂ）は地盤６を
改良した地盤改良体21の内部に鋼管杭２が埋設された基礎構造体である。
【００６９】
　また、図16（ｃ）は鋼管杭２の上部周囲を大径の鋼管22で補強した基礎構造体であり、
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これ等図16（ａ）～（ｃ）に示す基礎構造体は鋼管杭２の剪断抵抗向上対策に効果的であ
る。また、図16（ｄ）は鋼管の内部にコンクリートが設けられた中空の鋼管コンクリート
杭（ＳＣ杭）23、図16（ｅ）は中空のコンクリート杭（ＰＨＣ杭）24を夫々基礎構造体と
した一例である。他の構成は前述と同様に構成されて同様の効果を得ることが出来る。
【００７０】
　また、図17は地盤６内に埋設されるＲＣ（鉄筋コンクリート）基礎25に棒状連結部材３
及び下部支持部材９を取り付けた場合の一例を示す。図17（ａ）ではＲＣ基礎25のコンク
リートを打設する前に予め棒状連結部材３を補強鉄筋26或いは図示しない型枠等により支
持させて配置しておき、コンクリートを打設して硬化した後、ＲＣ基礎25の頭部に下部支
持部材９の中央部に形成された孔９ａに棒状連結部材３を挿通して該下部支持部材９を載
置する。
【００７１】
　また、図17（ｂ）では既設のＲＣ基礎25の頭部に棒状連結部材３を挿入して固着させ、
ＲＣ基礎25の頭部に下部支持部材９の中央部に形成された孔９ａに棒状連結部材３を挿通
して該下部支持部材９を載置する。他の構成は前述と同様に構成されて同様の効果を得る
ことが出来る。
【００７２】
　また、図18は柱１と棒状連結部材３との位置を調整するための他の構成を示す断面説明
図であり、柱１の脚部に固定されたベースプレート11に大径の孔若しくは切り欠き部から
なる位置調整領域11ｂが形成されており、接続部材10のボルト孔、ベースプレート11の位
置調整領域11ｂ及び固定補助板27のボルト孔にボルトが挿通され、ナットを螺合締着する
ことで、位置調整領域11ｂを利用して柱１と棒状連結部材３との位置合せを行なってボル
ト止めすることが出来る。
【００７３】
　接続部材10とベースプレート11とを固定した後は固定補助板27に形成された充填口27ａ
からグラウト材等の充填材４を充填して位置調整領域11ｂに満たして硬化させる。
【００７４】
　図19は地盤６上に布設される基礎コンクリート（以下、「布基礎28」という）の頭部に
棒状連結部材３及び下部支持部材９を取り付けて柱１を連結した場合の一例を示す。布基
礎28は地盤６上に割栗石29が敷設され、更に割栗石29の上部にコンクリート30が打設され
、更にその上部に布基礎28が打設されている。
【００７５】
　布基礎28のコンクリートを打設する前に予め棒状連結部材３を内部に配筋される図示し
ない補強鉄筋或いは型枠等により支持させて配置しておき、コンクリートを打設して硬化
した後、布基礎28の頭部に下部支持部材９の中央部に形成された孔９ａに棒状連結部材３
を挿通して該下部支持部材９を載置する。他の構成は前述の図１と同様に構成され、同様
の効果を得ることが出来る。
【００７６】
【発明の効果】
　本発明は、上述の如き構成と作用とを有するので、基礎構造体の頭部に設けられた下部
支持部材の凸状部に棒状連結部材を挿通すると共に柱の脚部に固定されたベースプレート
と固定する接続部材を回転変形可能な状態で配置したことで、柱の脚部が回転変形可能な
状態で基礎構造体と連結される。これにより、柱脚の大きな回転変形を定量的に期待する
ことが出来、構造が簡単なため工場製作が容易で且つ施工現場での施工性にも優れた柱脚
連結構造を提供することが出来る。
【００７７】
　また、棒状連結部材に上部押さえ部材を設け、接続部材の鉛直方向の移動を拘束し、柱
の浮き上がり力が該棒状連結部材に伝達されるように構成した場合には、上部押さえ部材
により柱の脚部に固定されたベースプレートに固定された接続部材の鉛直方向の移動が拘
束されるので柱の脚部と基礎構造体とを確実に連結することが出来る。また、柱の浮き上
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がり力が棒状連結部材に伝達されるため引抜き荷重に抵抗することが出来る。
【００７８】
　また、基礎構造体が杭基礎からなり、該杭基礎に直接、棒状連結部材を設けた場合には
、柱脚部で回転変形が可能なため杭基礎が負担する曲げモーメントを軽減することが出来
るため小径の杭基礎を採用することが出来、基礎構造体を簡略化して基礎工事にかかる労
力や工期、或いは工費コストを低減することが出来る。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明に係る柱脚連結構造を示す断面説明図である。
【図２】　下部支持部材と基礎構造体との組付けの様子を示す分解斜視図である。
【図３】　接続部材の組付けの様子を示す分解斜視図である。
【図４】　柱脚と接続部材との組付けの様子を示す分解斜視図である。
【図５】　棒状連結部材を中空鋼管杭の内部に埋設する際にグラウト材を充填する様子を
示す斜視図である。
【図６】　下部支持部材とレベルキャップの構成を示す断面説明図である。
【図７】　鋼管杭が斜行して設置された場合にレベルキャップにより下部支持部材の水平
レベル及び棒状連結部材の鉛直レベルを調整する様子を示す断面説明図である。
【図８】　接続部材上に柱脚を載置して固定する際に接続部材を仮固定する様子を示す断
面説明図である。
【図９】　柱脚が固定された接続部材が地震等の揺れにより回転変形する様子を示す断面
説明図である。
【図10】　他の構成のレベルキャップからグラウト材を充填する様子を示す斜視図である
。
【図11】　図10のレベルキャップに使用される下部支持部材の一例を示す断面説明図であ
る。
【図12】　種々の下部支持部材の構成を示す断面説明図である。
【図13】　種々の棒状連結部材及び下部支持部材の構成を示す断面説明図である。
【図14】　３本のアンカーボルトを棒状連結部材とした場合の下部支持部材と基礎構造体
との組付けの様子を示す分解斜視図である。
【図15】　３本のアンカーボルトを棒状連結部材とした場合の接続部材の組付け及び柱脚
と接続部材との組付けの様子を示す分解斜視図である。
【図16】　本発明に係る柱脚連結構造が適用出来る各種の基礎構造体の構成を示す断面説
明図である。
【図17】　本発明に係る柱脚連結構造が適用出来る各種の基礎構造体の構成を示す断面説
明図である。
【図18】　柱と棒状連結部材との位置を調整するための他の構成を示す断面説明図である
。
【図19】　本発明に係る柱脚連結構造が適用出来る他の基礎構造体の構成を示す断面説明
図である。
【符号の説明】
　１…柱
　２…鋼管杭
　３…棒状連結部材
　４…充填材
　５…堰止部材
　６…地盤
　７…レベルキャップ
　７ａ…孔
　７ｂ…天端面
　７ｃ，７ｄ…充填口
　７ｅ…墨入れ
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　８…押さえボルト
　９…下部支持部材
　９ａ…孔
　９ｂ…凸状部
　９ｃ…位置決めマーク
　９ｄ…充填口
　10…接続部材
　10ａ…孔
　11…ベースプレート
　11ａ…孔
　11ｂ…位置調整領域
　12…定着板
　13…上部押さえ部材
　13ａ…孔
　14…ナット
　15ａ，15ｂ…ロート
　16ａ，16ｂ…組みキャンバー
　17…リング状部材
　18…プレート
　19…ボルト
　20…ＰＣ杭
　21…地盤改良体
　22…鋼管
　23…ＳＣ杭
　24…ＰＨＣ杭
　25…ＲＣ基礎
　26…補強鉄筋
　27…固定補助板
　27ａ…充填口
　28…布基礎
　29…割栗石
　30…コンクリート
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